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日本の労働組合運動の 
新しい植図 -現段階と課題- 労働者の階層に注目する視点から,日本の労働組合運動の現段階を台 

頭する新しい構図として描き,国際比較から組織と運動の中長期的な改 革課題を提示するとともに,(有機的連帯)による戦略的な構想力の必 要性を指摘する○ 

ここでの目的は　日本の労働組合運動はどのよ

うに再生しつつあるのか,まだ　どのように再生

させていくのかについて議論を展開することにあ

る｡そのため,特定の｢ニューモデル｣にのみ着

目するのではなく,できるだけ労働者,労働組合

の全体像をとらえるようにすること,その際,栄

働者諸階層と労働組合の組織論･機能論に注目す

ること,また,先進諸国に限定されるが国際比較

の視点をもつことを心がけて議論をすすめたい｡

日本の労働組合運動の再生について議論するに

あたって,現段階の全体像に関する認識と評価が

必要になる｡

2011年の労働組合の推定組織率は18.4%で

1975年の34.4%から,ほぼ毎年低下を続けてき

た｡戦後のピークにあたる1949年の55.8%と比

べると,その3分の1へ激減した｡また組織人貝

は1994年までは増加し, 1270万人でピークを迎

えたものの,以降減少傾向に入り, 2011年に

1000万人を切った｡それだけではない｡労働組

合固有の機能である労働条件規制力の後退もさま

ざまに指摘されてきた｡さらに,社会運動として

の性格は弱まり,大企業･公務部門の正規･常勤

労働者の利益を擁護する団体として批判されるこ

とも少なくない｡とはいえ,今日の日本における

労働組合の布陣には,労働者階層･類型や部門ご

とに不均等な発展が見られることを指摘できる｡

(1)ポスト工業社会と大企業の労働者

第1は,大企業分野,とくに製造業での企業別

組合の衰退である｡

まず,労働組合組織率の低下である｡特徴的な

のは,従業員規模1000人以上の大企業における

組織率は2005年に初めて50%を割っていること

であり,非正規労働者を中心とした未組織労働者

の膨大な層が大企業部門にも出現したことにな

る｡端的には　民間大企業の企業別組合を主たる

基盤としたナショナルセンターである連合は,そ

の発足の1989年以降,現在までに構成員120万

人を減らしていることに代表される｡

また,組織率だけではなく,その機能において

ら,連合系の企業別組合の衰退が確認される｡象
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特集　労働組合運動強化の課題

対照的な動きにあり,組織化と運動が端緒的な発

展を見せている｡特徴は,パート労組員の8割近

くが従業員数1000人以上の大企業に集中してい

ることで,パート労働者の大規模な組織化を進め

ているのii,民間最大単産で連合傘下のUIゼン

セン同盟(106万人)とサービス･流通連合(23

万人),また1993年に日本の労働組合史上初めて

組織人員構成において正規労働者よりもパート労

働者のほうが多くなり注目されている全労連傘下

の生協労連(6万6千人)である｡

これらはユニオンショップ制による組織化に負

うところも大きく,手放しには評価できないが

コミュニティ･ユニオン,ローカルユニオンも非

正規労働者の組織化を進めている｡地域を基礎に

した一般労働組合としての性格をもち,主として

非正規労働者や中小企業労働者を組織対象とし,

個人加盟方式を採用し,女性の比率も相対的に高

いという共通性をもっていて,うちパート労働者

は約2万人と推定できる｡こうしたユニオンは

出自の違いはあるものの,活動の内容としてit,

労働相談活動,労働法規の重視,紛争の個別的な

交渉･協議などの共通の特徴を指摘でき,まだ

共済活動や労働者供給事業,協同組合事業の展開

をはかるユニオンも見られる｡

以上に見てきた労働組合運動の現段階のなかか

ら,三つの論点を取りあげて議論し,改革のため

の課題とその含意を検討することにしたい｡

(1)労働者の諸階層と労働組合

第1は,およそ5100万人の労働者にはいくつ

かの階層･類型があり,これを労働組合の階層的

基盤として分析しなければならないという点であ

る｡

労働者の類型化の基準については　人事労務管

理の中核としての査定と,賃金制度との2つの指

標が注目されてきたが　労働市場を3つ目の指標
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として付け加えなければならないと考えられる｡

この基準には,労働市場であれば　①新卒･定期

採用型, ②不定期･欠員補充型, ③技能･専門職

壁, ④ ｢間接雇用｣型がある｡また　査定の有無

が指標になる｡さらに,賃金制度の主要な要素と

して, ①個人の属性(年齢･学歴･性別など),

②個人の能力(潜在能力および顕在能力), (D業

績(能力発揮による成果). ④)企業内の職務, ⑤

企業横断的な職種のいずれを重視し構成するのか

というタイプの違いが存在する｡

そして,これらを組み合わせることによって類

型化すれば,日本では　①大企業の正規労働者,

②公務部門の常勤労働者, ③中小企業の正規労働

者, ④パートタイム労働者を中心とした直用型の

非正規労働者, ⑤派遣･請負などの｢間接雇用｣

労働者, ⑥技能職･専門職の労働者という6つの

労働者類型が得られる｡このような労働者類型論

を労働組合の組織論･機能論と｢三位一体｣ (木

下武男)の関係としてとらえて,結びつけていく

が重要なのである｡

(2)労働者組織の二重性一労働組合と企業

内労働者組織

第2は,現代の労使関係には労働組合と企業内

労働者組織という労働者組織の二重性があるとい

う問題である｡

たとえば　欧州諸国における労働組合(全国本

部一地方本部一業種別･地域別･職場別支部)と

企業内労働者組織(ドイツの事業所評議会,イギ

リスの職場委員組織.イタリアの工場評議会,フ

ランスの企業委員会など)である｡その区別と関

連が,日本ではほとんどの分野で見られずにきた

という大きな問題である｡

戦後の日本労働組合は｢団体交渉権と労働協約

権を付与された企業内従業員組織｣であるとし,

1960年代半ば以降,日本の労働組合は｢ひたす

ら'`企業内従業員組織''へと萎縮する道をたどる

ことになった｣ (中西洋)との断定も生まれてい

る｡これには明らかに誇張が含まれるが｢日本

の労働組合(通常の企業別組合といわれるタイプ








